
平
成
二
十
三
年
十
二
月
九
日
受
領

答

弁

第

八

五

号

内
閣
衆
質
一
七
九
第
八
五
号

平
成
二
十
三
年
十
二
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
務
省
が
保
管
す
る
ワ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
外
務
省
が
保
管
す
る
ワ
イ
ン
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
本
年
十
一
月
三
十
日
現
在
、
外
務
本
省
用
と
し
て
飯
倉
別
館
に
お
い
て
約
五
千
本
の
ワ
イ
ン
を
保
管
し
て
い

る
。
ま
た
、
在
外
公
館
に
お
い
て
は
約
四
万
四
千
本
の
ワ
イ
ン
を
保
管
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
七
三
第
四
五
号
）
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
年

間
を
通
じ
て
の
諸
外
国
要
人
の
本
邦
訪
問
は
多
岐
に
わ
た
り
、
具
体
的
な
滞
在
日
程
等
が
来
日
直
前
ま
で
確
定
し
な
い
場
合

も
多
い
た
め
、
常
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
一
定
の
質
及
び
量
の
ワ
イ
ン
を
保
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
等
の
事
情
は
あ
る

が
、
今
後
と
も
、
政
府
資
産
の
ス
リ
ム
化
の
観
点
か
ら
、
既
存
の
在
庫
を
優
先
的
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
保
管
本
数
を
減

少
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
度
の
う
ち
、
本
年
四
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
外
務
本
省
用
と
し
て
二
十
四
本
、
在
外

公
館
用
と
し
て
約
二
万
四
千
本
の
ワ
イ
ン
を
購
入
し
た
。
ま
た
、
同
期
間
に
、
外
務
本
省
用
の
ワ
イ
ン
の
う
ち
廃
棄
し
た
も

一



の
は
な
く
、
在
外
公
館
用
の
ワ
イ
ン
の
う
ち
廃
棄
し
た
も
の
は
二
本
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

外
務
省
が
保
管
す
る
ワ
イ
ン
の
本
数
に
つ
い
て
は
、
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
厳
し
い
財
政
状
況
も
踏
ま
え
て
、

適
正
に
対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


